
 

 

 

個人情報フ ァ イ ル簿 

個人情報フ ァ イ ルの名称 令和６ 年能登半島地震被災者支援に関する調査 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ
れる 事務をつかさ どる組織の名
称 

政策企画部 

個人情報フ ァ イ ルの利用目的 被災者見守り ・ 相談支援等事業に関する事務を 行う ため 

記録項目 

１  氏名、 ２  住所、 ３  電話番号、 ４  生年月日 

５  持病・ 障がいの有無、 ６  福祉サービス等利用状況 

７  罹災証明番号 

記録範囲 令和６ 年能登半島地震被災者支援に関する調査の対象者 

記録情報の収集方法 
本人及びその家族 

被災者台帳 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会（ 委託事業者）  

開示請求等を 受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市政策企画部 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

1



 

 

個人情報フ ァ イ ルの種別 

☑法第60条第2項第１ 号 

 （ 電算処理フ ァ イ ル）  
□法第60条第2項第２ 号 

 （ マニュ アル処理フ ァ イ ル）  政令第21条第7項に該当す

るフ ァ イ ル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集を する個人情報フ ァ イ ル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を 受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成さ れた行政機関等匿名加工
情報に関する提案をするこ と が
でき る期間 

－ 

備   考 
個人の権利利益の保護に支障が生じ ない範囲で行政機関等匿

名加工情報を 作成するこ と が困難であるため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市報配達用データベース 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

政策企画部 広報課 

個人情報ファイルの利用目的 
市内在住で、折り込みされている新聞６紙を購読していない

世帯に、「市報にいがた」を配達するため。 

記録項目 

１ 区番、２ コード、３ 郵便番号、４ 住所、５ アパ

ート名、６ 氏名、７ 配達理由、８ 電話番号 、９ 情

報元、１０ 配達番号、１１ 登録号、１２ 区分 

記録範囲 市報にいがた配達先の対象となる者 

記録情報の収集方法 本人、家族 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 
島津印刷株式会社 新潟事業部、株式会社新潟日報メディア

ネット 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市政策企画部広報課 

〒951-8550 

新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市政策企画部広報課 

〒951-8550 

新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 

情報公開請求があったとしたならば部分開示をすることは可

能ではあるが加工できる箇所が極めて限定的であり、かつ、

情報公開請求すれば足り、行政機関等匿名加工情報の提案の

募集を行う実施的意義がないもの 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市サポーターズ倶楽部会員名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

政策企画部東京事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
会員向けに新潟市関連情報の発信や各種サービスの提供を行

うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 勤務先、４ 所属、５ 肩

書、６ 住所、７ 電話番号、８ ＦＡＸ番号、９ 携帯電

話番号、１０ メールアドレス、１１ 性別、１２ 新潟市

との関わり、１３ クラブを知ったきっかけ 

記録範囲 新潟市サポーターズ倶楽部に入会申請した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市政策企画部東京事務所 

（所在地）〒102-0093 

東京都千代田区平河町2-4-1 

都市センター会館9階 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名称）新潟市政策企画部東京事務所 

（所在地）〒102-0093 

東京都千代田区平河町2-4-1 

都市センター会館9階 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 
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